
相続財産から控除できる債務とは その②

〜債務控除の対象になるものとは〜〜債務控除の対象になるものとは〜
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債務控除の種類

相続財産から控除できる債務は⼤きく分けて2種類です

①債務
被相続⼈が亡くなった時に現に存在した債務で、

確実と認められるもの

→ 具体的には借⼊⾦や未払⾦などを指します
税⾦については、所得税・住⺠税と他の税⾦では

考え⽅が異なります。



Copyright © 2025  NEXT Tax Advisory Office All Rights Reserved. 3

債務控除の種類

相続財産から控除できる債務は⼤きく分けて2種類です

②葬式費⽤
被相続⼈が亡くなった後に⾏われる通夜・葬儀に

関する費⽤

→ 初七⽇費⽤は対象外
お寺に⽀払うお布施については対象となるものと

対象とならないものに分けられる
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借⼊⾦の扱い

①⾦融機関の借⼊⾦
・お亡くなりになった時の残⾼が控除ＯＫ
・団信に加⼊している住宅ローンは控除ＮＧ

②個⼈間の借⼊⾦
・お亡くなりになった時の残⾼が控除ＯＫ

→ただし、残⾼の⽴証は求められる
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税⾦の扱い

①固定資産税
・未納の固定資産税は控除ＯＫ
・固定資産税は1⽉1⽇時点の所有者に課税される

②所得税・住⺠税
・準確定申告で納付することとなった所得税は

控除ＯＫ
・前年の所得に対する住⺠税で、未納の税⾦は

控除ＯＫ（準確定申告で発⽣する住⺠税もＯＫ）



Copyright © 2025  NEXT Tax Advisory Office All Rights Reserved. 6

控除できない税⾦

①相続税そのもの
・その者の相続税の計算のため、相続税は控除ＮＧ

→ほかの⼈に対する相続税で未納のものはＯＫ

②相続⼈に対する延滞税等
・相続⼈が遅滞したことにより発⽣した延滞税等は

控除ＮＧ
→被相続⼈に対する延滞税等はＯＫ



Copyright © 2025  NEXT Tax Advisory Office All Rights Reserved. 7

医療費や未払⾦

①医療費
・お亡くなりになるまでの医療費や介護施設費は

控除ＯＫ
・亡くなった後に取得する⽂書料は控除ＮＧ

②その他未払⾦
・お亡くなりになるまでに発⽣した電気料や⽔道料、

電話代等は控除ＯＫ



ENDEND


